
役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人創樹会（以下「法人」という）定款第９条および第

２４条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）

の報酬等について定めるものとする。 

 

（評議員会及び理事会への出席報酬） 

第２条 評議員が評議員会に出席したとき、役員が理事会及び評議員会に出席したとき

は、別表１により報酬及び実費弁償費を支給する。 

２ 役員が同一日に開催された評議員会及び理事会に出席した時は、評議員会報酬及び

実費弁償費は支給しないものとする。 

３ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

 

（評議員及び役員の報酬） 

第３条 役員が理事会出席以外で法人及び法人が実施する障がい福祉サービスの事業

（以下「事業」という）の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場

合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支給する。 

２ 評議員が評議員会出席以外で法人及び事業の運営のために、理事長の命を受けてそ

の業務にあたった場合は、別表２により報酬及び実費弁償費を支給する。 

３ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

４ 役員等の役員賠償責任保険に対し、保険料を別表３に定める範囲内で報酬として支

給する。 

５ 当法人の職員を兼務し、職員給与を支給する役員に対しては、別表４に定める役員

報酬を支給する。 

 

（監事の報酬） 

第４条 監事が法人及び事業の運営状況を指導または監査の業務に当たった場合は、別

表２により報酬及び実費弁償費を支給する。 

２ 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

 

（役員等の各年度報酬総額） 

第５条 役員等の各年度報酬総額は別表３の範囲内に定める。 

 

（出張旅費） 

第６条 役員等が、法人業務のため出張する場合は、法人旅費規程により旅費を支給す

る。 

 

（当法人職員給与との併給） 

第７条 当法人の職員を兼務し、職員給与を支給する役員に対しては、特に定めのある

ものを除き、この規程を適用しない。 



（改正） 

第８条 この規程の改正については、評議員会の議決を要する。 

 

付則 

１ この規程は、平成２３年５月２１日より適用する 

        平成２９年４月１日 改正 

        平成２９年６月３日 改正（第３条２項の追加、第６条の追加、 

別表３の追加、第９条の変更） 

        平成２９年１０月２８日 改正（第１条の変更、第２条の削除 

                     第４条４項の追加、第６条の変更 

第７条の変更、別表４の追加） 

        平成３０年３月２３日 改正（第２条の変更・第３条の変更、 

                                           別表２の変更） 

令和５年３月１３日 改正（第２条の変更・第３条の変更・第４

条の変更・第５条の変更・第６条

の変更・第７条の変更別表３の変

更・別表４の変更 ） 

             但し令和４年１０月１日から適用  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

名 称 報 酬 交 通 費 

理事会出席報酬等 １０，０００円 職員通勤手当相当 

評議員会出席報酬等 １０，０００円 職員通勤手当相当 

 

 

別表２ 

名 称 報 酬 交 通 費 

評議員 業務報酬等 １０，０００円 職員通勤手当相当 

役員 業務報酬等 １０，０００円 職員通勤手当相当 

監事監査指導報酬等 １５，０００円 職員通勤手当相当 

 

 

別表３ 

名 称 各年度報酬総額 

評議員  定款に定められた額 

理事  ３７０，０００円 

監事  ３００，０００円 

※上記報酬額は、税込金額とし役員賠償責任保険料（年間 1500円以下/人）を含む 

 

 

別表４ 

名 称 役員報酬額   

理事長 月額     １０，０００円  

 

 


